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研究成果の概要（和文）：本研究では、ワイン産地の地域ブランド政策の基盤となり、さらにテロワール概念を
巧みに取り入れることで発展してきた地理的表示制度に注目しながら、ワイン産地が展開してきた地域ブランド
政策（地理的表示ブランド政策）のもとで、ワイン産地に関する如何なる要素が如何なる環境下でテロワールと
して認められてきたのか、それら要素は如何にして地理的表示のブランド価値を生み出し、ワインツーリズムの
活性化に貢献してきたのか、ワインツーリズム活性化に資する地域ブランド（地理的表示ブランド）価値の創造
過程では、他の関連制度や多様な関連主体のイニシアチブがどのように関わってきたのか、といった点を明らか
にした。

研究成果の概要（英文）：While paying particular attention to the effectiveness of geographical 
indication (GI) systems for the development of local wine clusters and wine tourism, this study 
clarified the following points: what elements of winemaking regions have been recognized as terroir 
under what circumstances; how those terroir elements have contributed to upgrading the collective 
brand values of wine GIs and to promoting wine tourism in GI-designated winemaking regions; and what
 entities or players have engaged in those value creation processes in what ways.

研究分野： マーケティング、地域ブランド政策

キーワード： ツーリズム・観光　ワイン　テロワール　地域ブランド政策　地理的表示　情報デザイン　環境保全・
生物多様性　人間心理

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
 本研究では、特定の法制度・政策（特に地理的表示制度）のもとで、多様な関連主体の相関関係を通して、ワ
インツーリズム推進に資するワイン産地の地域ブランド価値が創出される動的なメカニズムを明らかにした。ワ
インツーリズムを含むフードツーリズムの研究は、ともすれば単なる事例紹介に終始しがちであるところ、本研
究で得られた知見は、フードツーリズム研究全般に対して、新しい分析視座を提供し得るものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
地域の特徴ある食文化の魅力に起因したツーリズム、つまりフードツーリズムの推進は、地域

経済活性化のための有効な施策として、世界各地で行われている。その最たる例の一つがワイン
ツーリズム（wine tourism）である。ワインツーリズムは、ワインというグローバルな農産物に
関連した有形・無形の文化的資産・情報に起因するツーリズムであり、欧州のワインの伝統的生
産国（旧世界/Old World）と、ワイン生産の新興国（新世界/New World）の双方において、近
年活発に推進されている。ワイン生産の「新世界」国の一つである日本でも、山梨県や長野県、
北海道を含むワイン産地において、ワインツーリズムの推進が地域経済活性化のための重要政
策課題として認識されている。 
ワインツーリズム活性化策の中核にある概念が「テロワール（仏：terroir）」という概念であ

る。テロワールは、「あるワイン産地で生産されるワインには、その産地のテロワール（自然的・
人的要因）によって、共通かつ独特の官能的特徴（ティピシティ）が現れる」という文脈で使用
される。このテロワール言説は、フランスのワイン産地において創出され、他の旧世界のワイン
産地に広まり、新世界のワイン産地へも拡大していった。ワインの官能的特徴とワイン産地のテ
ロワールの結びつきにまつわる多様な文化情報が、ワイン産地の地域ブランドを醸成し、その地
域ブランドに惹かれて人々はワイン産地を訪問し、ブドウ畑やワイナリー、その集積である文化
的景観に囲まれながらワインの試飲を含めた様々なアトラクションを体験する。そうした人々
の行動が、ワインツーリズム関連産業を発展させていく。 
他方で、産地テロワールとワインの官能的特徴の間の因果関係を科学的に証明することは極

めて難しいとされている。つまりテロワールは、ワイン産地の地域ブランド政策の過程で、多種
多様な関連主体の動的な関係性を通して「政策的に」創造されてきた文化的概念として捉えるべ
きものである。これを前提に、本研究では、ワイン産地の如何なる地域ブランド政策のもとで、
ワイン産地に関する如何なる要素が如何なる環境下でテロワールとして認められ、それは如何
なる価値を生み出してきたのかという点を、政策人類学（Anthropology of policies）の観点から
明らかにする。ワインについて発展してきたテロワール概念に基づく地域ブランド政策は、ワイ
ン以外の他の農産物の地域ブランド政策にも広く利用されている。本研究は、ワインツーリズム
のみならず、ともすれば単なる事例紹介に終始しがちなフードツーリズム研究について、重要な
学問的視座を提供することにつながる。 
 
２．研究の目的 
上述の背景を前提に、本研究では、ワイン産地の地域ブランド政策の基盤となり、さらに産地

テロワールと産品の結び付きという概念を巧みに取り入れることで発展してきた地理的表示制
度に注目する。そして、ワイン産地が展開してきた地域ブランド政策（地理的表示ブランド政策）
のもとで、ワイン産地に関する如何なる要素が如何なる環境下でテロワールとして認められて
きたのか、それら要素は如何にして地理的表示のブランド価値を生み出し、ワインツーリズムの
活性化に貢献してきたのか、地域ブランド価値（地理的表示ブランド価値）の創造過程では、他
の関連制度や多様な関連主体のイニシアチブがどのように関わってきたのか、といった点を明
らかにする。また、本研究の目的達成のために、ワインに関して発展してきたテロワールの情報
デザインと地理的表示に依拠した地域ブランド政策が、他の類似の農産物（例：日本酒）の地域
ブランド政策においてどのように取り入れられてきたのか、という点も適宜調査し、同調査結果
をワインツーリズム政策に関する本研究成果の拡充に活かしていく。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、（１）国内外で発行された多種多様な関連文献の調査と、（２）国内外のワイン産地
やワイン関連の研究会合、その他のワイン関連イベントでのフィールド調査（関係者へのインタ
ビュー調査や現地における他の研究者による研究発表内容の調査、現地における関連文献の収
集・調査など）とを、交互に組み合わせながら、実施する。 
 
４．研究成果 
  上記の研究計画に基づき実施した研究において明らかにしたことの要点を、以下に述べる。 
1. フランスを中心とした欧州のワイン生産者たちは、様々な歴史的な契機（特に重要なのは

19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて欧州全土を襲ったフィロキセラ禍と、1970 年代以降
に顕著になったワイン新興国（新世界）の台頭）を通して、市場における競争優位性を確立
するために、ワイン産地に関する多様な要素に「テロワール」としての意味付け・価値付け
を行い、「ある土地で生産されるワインには、その土地のテロワール（自然的・人的要因）
の力により、共通かつ独特の官能的特徴（ティピシティ）が現れる」という「テロワール＝
ティピシティ」言説を創出し、世界に向けて発信してきた。このプロセスは、市場競争を優
位に進めるためのマーケティング戦略であると同時に、産地に関する多様な要素に当該産
地の本質を見出す「意味のイノベーション」のプロセスであり、ワイン産地の「内集団」を
輪郭づけるためのシンボルの創出プロセスであり、「創られた伝統」の創出プロセスであり、
そして、ワイン消費者の実際の味覚体験を変容させる「味覚のイノベーション」を志向した



プロセスであった。 
2. 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて欧州全土を襲ったフィロキセラ禍は、「テロワール＝

ティピシティ」言説の創出とともに、欧州の地理的表示制度のおおもととなったフランス
の AOC（Appellation d'Origine Contrôlée）制度の創出にもつながった。フランスにおけ
るワインに関する AOC 制度の設立以降、地理的表示制度は、欧州の様々な国々に導入さ
れ、EU レベルにおいても地理的表示制度が確立された。またこの過程で欧州の地理的表示
制度の対象は、他の一般的な農産物・食品にも拡大された。また日本においても、EU の地
理的表示制度を模範とした地理的表示制度が、酒類、そしてその他の農産物・食品に関し
て、それぞれ、設立された。 

3. あるワイン産地において、当該産地の自然環境下で、ワイン生産が歴史的・伝統的に継続さ
れた結果、一定の社会的評価が獲得された場合、当該ワイン産地の名称は、地理的表示とし
て登録し得ることになる。この際、当該産地においてテロワールとして認識されてきた自
然的要素や人的要素は、当該地理的表示の生産基準上で定めることができる。ワイン産地
の名称が地理的表示として登録されれば、当該地理的表示は、当該地理的表示が使用（ラベ
ル表示）されたワインに関して、「真正性」「伝統性」「社会的評価」を保証し、さらにそれ
ら三つの要素の存在について「行政のお墨付き」がなされていることも保証する。当該地理
的表示の生産基準上で定められた当該産地のテロワール要素群は、当該地理的表示が保証
する「真正性」「伝統性」「社会的評価」を支える要素として機能することになる。このよう
に、地理的表示制度と「テロワール＝ティピシティ」言説は、お互いに密接に関連し合いな
がら、欧州のワイン産地の地域ブランドを醸成し、その国際的な市場競争力を向上させ、欧
州におけるワインツーリズムの活発化の基盤となってきた。 

4. 欧州のワイン産地において、テロワールとして認識され、地理的表示の生産基準上でも導
入されてきた要素は、①ブドウ畑の土壌・地質、②気候・気温、ブドウ畑の向きや傾斜角度、
③ブドウ品種、④ブドウ畑における収量、⑤ブドウ畑における密植度、⑥ブドウ樹の樹齢、
⑦ワイン用ブドウ栽培における自然環境保全や環境保全型農法など、多岐にわたる。欧州
のワイン生産者たちは、こうした多様なテロワール要素を組み合わせながら情報発信する
ことで、地理的表示に依拠した強固な地域ブランドを創出し、世界の消費者の購買意欲を
刺激するとともに、観光動機にも働きかけ、ワインツーリズムの活発化と普及につなげて
きた。こうした多様なテロワール要素の組み合わせのもとで創出されてきたワインの地域
ブランドストーリー群は、ワインに関連する多様な主体（ワイン生産者・生産者団体、消費
者、観光関連主体、ジャーナリズム主体、ワイン資格ビジネス関係者、シェフやソムリエ等
の飲食業関係者、ワイン関連研究者）の間で何度も繰り返し語られ、再帰的に再生産される
ことで、ワインに関する価値基準の形成へとつながり、その基準は世界のワイン関係者の
間で普及してきた。日本のワインに関する地域ブランドの価値も、このワインに関するグ
ローバルな価値基準の下で判断される。 

5. 地理的表示に依拠した地域ブランド政策において、「ブドウ畑の土壌・地質」（上記のテロワ
ール要素群の①）は、最も重要なテロワール要素として認識されてきた。「テロワール
（terroir）」という言葉のおおもとの意味が「土壌」であることから分かるとおり、最も初
期のテロワール言説は、その発祥の地といわれるフランスのブルゴーニュにおいて、ブド
ウ畑の土壌・地質に着目するところから創造された。ブドウ畑の土壌・地質に依拠したテロ
ワール言説は、世界のワイン界で普及し、ワインに関わる多種多様な主体が世界の様々な
国々で創り上げてきたワイン文化の基盤を形成してきた。ブドウ畑の土壌とワインの官能
的特徴の間には何らの因果関係もないが、にもかかわらず、ブドウ畑の土壌・地質に依拠し
たテロワール言説が世界に普及していったのは、「ある産地の土壌・地質は他の産地で完璧
に再現できない」という印象が、「ブドウ畑が違えばワインの官能的特徴も違う」というス
トーリーに現実味を与えるからであろう。ワインテイスティングの場において、「このワイ
ンの官能的特徴には、ブドウ畑の土壌が表現されている」といったコメントがよくなされ
ることにも、ブドウ畑の土壌・地質に依拠したテロワール言説の訴求力の強さを物語って
いる。なお、ブルゴーニュの階層型の地理的表示（AOC）制度においては、「階層型 AOC
制度の上位にある AOC カテゴリー（例：グラン・クリュ）の対象エリアは下位にある AOC
カテゴリー（例：村名 AOC）の対象エリアよりも、より優れた土壌・地質を有しているが
ゆえに、上位 AOC 対象エリアでつくられたワインは下位 AOC 対象エリアでつくられたワ
インと比してより優れた官能的特徴を有する（＝より美味しい）」というヒエラルキー構造
を支える情報デザインが、機能している。 

6. 地理的表示に依拠した地域ブランド政策において、「ブドウ品種」（上記のテロワール要素
群の③）は、ブドウ畑の気候条件（同②）や土壌・地質条件（同①）とセットで語られる。
特定のブドウ品種を軸にしながらワインの地域ブランド政策を推進することは世界のワイ
ン産地において頻繁に行われている。ワインに使用されるブドウ品種の種別は、ワイン産
地の地域ブランド政策、そしてワインツーリズム活性化策において、極めて重要な役割を
果たす。ワインの地域ブランドの牽引役となるフラッグシップ型品種としては、（１）フラ
ンス系品種、（２）地域固有品種、（３）混植混醸（ブドウ品種ごとに栽培エリアを区画する
従来型のワインづくりに対抗した動き）、（４）アメリカ系品種（フランスを中心に欧州で形
成されてきたアメリカ系品種への差別文化に対抗した動き/例：オーストリアのブルゲンラ



ンド）、（５）高耐病性ブドウ品種（無農薬や減農薬による持続的農業を実現するための高耐
病性ブドウ品種の研究開発が欧州で活発化）、（６）地球温暖化の影響に耐え得る新しいブ
ドウ品種（地球温暖化の影響下で欧州のワイン産地では、地理的表示の生産基準で指定す
る伝統的なブドウ品種からのワインづくりが困難になる場面が顕在化）、といった選択肢が
あり、それぞれのメリットを最大化したかたちでの地域ブランド政策が重要になる。 

7. 地理的表示に依拠した地域ブランド政策において、「ワイン用ブドウ栽培における自然環境
保全や環境保全型農法」（上記テロワール群の⑦）の実践が重要性を増している。ブドウ畑
における非持続的な農法（例：農薬の大量使用に依拠した農法）がメディア報道によって批
判を受け、結果としてこれまで築き上げてきた地域ブランドの価値を失う危険性に晒さら
されてきたことがその主な要因である。この流れから、欧州では、フランスを中心に、地理
的表示の生産基準上において、環境保全型農法（有機農法、減農薬農法、アグロエコロジー
農法など）の実施義務を定めるケースが増えている。また地理的表示の生産基準上で環境
保全型農法を設定する際には、対象地域において当該環境保全型農法に関する知識共有プ
ラットフォームの設立運営が必要となる。ワイン消費者の間で環境意識が高まる中、環境
保全型農法の実践は、ワインツーリズムの推進においても重要である。 

8. 「アグロエコロジー型テロワール」を追求する動きは、フランスを中心とした欧州のワイ
ン産地で活発に行われるようになっており、ブドウ産地の景観をカバークロップや石垣、
植樹された樹木や生垣、そこに生息するミツバチやコウモリなどの有益生物、その他の多
種多様な生物群に彩られたものに変えつつある。こうした生物多様性に富んだ自然景観イ
メージの情報発信が、ワインの地域ブランドマーケティングにおける重要な要素となりつ
つある。フランスの AOC 制度を統括する INAO（原産地呼称委員会）は、「アグロエコロ
ジーの推進」「生物多様性の保全及び育成」「生物的防除の利用による農薬使用量の削減」な
ど五つの事項に関する環境保全型農法を AOC 対象ワイン産地の生産基準に挿入すること
を推奨している。生物多様性に富んだ景観イメージの形成は、ワイン消費者の観光動機を
刺激し得ることから、ワインツーリズム推進においても重要な要素となる。 

9. 地理的表示に依拠した地域ブランド政策において顕著に見られるのが、地域ブランド（地
理的表示ブランド）の細分化である。概して、地理的表示の対象エリアの面積が小さくなれ
ば、当該エリアのテロワール（特徴的な自然環境テロワールや特徴的な生産活動など）とワ
インの官能的特徴の結び付きをより強く印象づけることができるストーリーを創出できる
ことになる。より個性的で際立った「テロワール＝ティピシティ」言説は、消費者心理によ
り強く働きかけ、消費者の購買行動をより強く促し、また消費者の観光動機をより強く喚
起し得る。だからこそ、既存の広域に広がる地理的表示対象エリアの内部にあるより狭い
ワイン生産エリア（サブリージョン/sub-region）について、新規の地域ブランドが立ち上
がり、当該サブリージョンに関する「テロワール＝ティピシティ」言説が創造・発信され
る。この過程で社会的評価を確立したサブリージョンは、新たに地理的表示指定を受ける
ことになる。こうした地域ブランドの細分化の動きは、例えば、スペインの DOCa リオハ
の上位ブランドとしての Viñedo Singular の立ち上げ事例、DOCa プリオラートに関する
階層型 DOCa 制度の立ち上げ事例、DO カバに対抗した DO Conca Del Riu Anoia の提案
事例、DO カバの上位ブランドとしての Cava de Paraje Calificado の立ち上げ事例、DO
カバに対抗した Corpinnat の立ち上げ事例に見られる。 

10. 地理的表示に依拠した地域ブランド政策の重要な「型」の一つが、一定のエリアにある地理
的表示対象地域をランク付けして階層化することである。ワイン産地としての世界的名声
を誇るフランス・ブルゴーニュで確立された階層型の地理的表示（AOC）制度は、同地域
の強固な地域ブランドの確立において決定的に重要な役割を果たしてきた。ブルゴーニュ
の階層型地理的表示（AOC）制度は、他のワイン産地の地域ブランド政策の模範となり、
スペインのプリオラート地域など、世界の様々なワイン産地において、階層構造を有する
地域ブランド制度が設立されてきた。階層構造を有する地理的表示制度においては、その
「階層性」を支えるための情報デザインが、上記のテロワール要素を巧みに組み合わせる
ことによって創出され、当該情報デザインが当該階層型地理的表示制度を構成する各地理
的表示の生産基準上に導入される。 

11. 日本において、ワイン産地の地域ブランド政策の基盤となる重要な法制度は、1994 年に設
立された酒類に関する地理的表示制度（現時点で同制度上において登録済のワインに関す
る地理的表示は「山梨」「北海道」「長野」「山形」「大阪」）と、2015 年に設立された「果実
酒等の製法品質表示基準」（ワインラベル表示基準）である。これら二つの法制度をうまく
活用しながら、「産地テロワールとワインの特徴の結び付き」を含む多様な PR 情報を効果
的に発信し、強固な地域ブランドを確立することによって、消費者の観光動機を刺激し、ワ
インツーリズムの活性化につなげていくことが重要になる。この点については、欧州のワ
イン産地で展開されてきた地理的表示制度と「テロワール＝ティピシティ」言説の組み合
わせによる地域ブランド政策の展開が、重要な分析視座を提供する。 

12. 山梨県と長野県（特に塩尻市）では、特定のフラッグシップ品種（山梨県では甲州種/長野
県塩尻市ではメルロ種）を軸にした地域ブランド（地理的表示ブランド）政策が成功裏に展
開されてきた。そして両地域では、近年、ワインラベル表示基準を活用した地域ブランドの
細分化と階層構造を有する地域ブランド制度の創出がなされてきており、この過程で、細



分化されたワイン産地のそれぞれの土壌・地質等に焦点を当てた「テロワール＝ティピシ
ティ」言説が創出・発信されるようになっている。北海道では、「ネガティブな気候テロワ
ール下での高耐病性品種の栽培」と「地球温暖化でポジティブ化した気候テロワール下で
のピノ・ノワールの栽培」という二つのテロワールストーリーが同時並行で創出・発信され
ている。山梨・長野・北海道と比して地域ブランド力の弱い山形・大阪では、特定のフラッ
グシップ品種を中軸とした地域ブランド政策（山形ではマスカット・ベーリーA/大阪では
RN−１）を成功裏に行うことが重要になる。いずれのワイン産地においても、アメリカ系
品種を軸とした地域ブランド政策の実施は成功裏には行われておらず、この点は大きな課
題である。 

13. 日本のワイン産地では、環境保全型農法の導入を地域ブランド政策に組み込んでいく（欧
州ワイン産地で見られるような）動きは見られないが、日本のワイン消費者の間で環境意
識が高まっていく中で、今後、こうした動きが活発化する可能性はあろう。この点について
は、日本における高耐病性ブドウ品種の導入に関する動向も注視すべきである。日本にお
いても「オーガニックワイン」「自然派ワイン」の人気が高まりを見せる中で、環境保全型
農法によるワインづくりを実践する国内ワイナリーも出てきている。今後、そうした動き
がワインづくりの現場で加速していけば、様々な高耐病性のワイン用ブドウ品種について
の研究開発が活発化し、その導入が進んでいくことが期待される。すでに日本には、耐病性
の高いアメリカ系品種からワインをつくる文化が定着していることから、日本におけるア
メリカ系品種ワインの地域ブランドを、環境保全型農法の導入・普及とセットで確立して
いくことも考えられる。こうした流れは、環境保全型農業の普及に力を入れる農林水産省
の方針とも合致する。 

14. 地球温暖化への対応策を地域ブランド政策に組み込んでいくことは、日本におけるワイン
ツーリズム推進においても重要な鍵を握る。北部に位置する冷涼な気候の地域においては、
「地球温暖化の影響下でワインづくりに有利な土地」というイメージを戦略的に創り出し
ていくことも、地域ブランド政策の重要な課題となる。逆に「地球温暖化の影響下でワイン
づくりに不利な土地」とのイメージが形成されつつある産地（例：山梨県）においては、そ
うしたイメージを払拭するために、地球温暖化がもたらす影響への対応策を実践しながら、
その実践内容を効果的に情報発信していく必要がある。 

15. 日本では、ワインクラスターの発展を目的としたワイン特区制度が、ワイン産地の地域ブ
ランド政策の重要な要素となっている。ワイン特区制度と地理的表示制度・ワインラベル
表示基準とを効果的に組みあせながら、ワインクラスターの発展とワインツーリズムの活
性化を相乗的に推進することも重要である。 

16. 本研究では、日本酒と日本産ウイスキーの地域ブランド政策（および日本酒ツーリズム・ウ
イスキーツーリズムの推進策）について、ワインについて発展してきた地域ブランド政策
の枠組み（テロワール概念と地理的表示制度の組み合わせに依拠した地域ブランドの情報
デザイン）が、どのように活用されてきたのか（活用され得るのか）、という点についての
調査も実施し、いくつかの重要な分析視座を抽出した。このように、「テロワール概念と地
理的表示制度の組み合わせに依拠した地域ブランドの情報デザイン」を基軸に、ワインに
関する地域ブランド政策・ツーリズム政策と、他の酒類（本研究で取り上げた日本酒・ウイ
スキー以外にも、シードルや梅酒など様々な酒類が比較対象としてあり得る）や農産物（茶、
チーズ、ハム、コーヒー、ビール、オリーブなど）に関する地域ブランド政策・ツーリズム
政策を比較考察することは、フードツーリズム政策研究に重要な示唆を与えるだろう。 

17. 上述の比較考察の際には、欧州で形成され世界に普及してきたワインのテロワール言説や
その多様な情報デザイン、ブランド政策やワイン評価基準に関する上述の分析視座を援用
しながら、他の酒類や農産物について、①産地テロワールの多様な情報デザインの内容と
当該情報デザインが創出されてきた歴史的背景、②その創出過程における多種多様な関連
主体の動的な相関関係、③テロワール概念に基づく価値評価体系の詳細（現状と課題、将来
的方向性）、④テロワールマーケティング活動を通した地理的表示制度の活用を含んだ地域
ブランド政策、商品・企業ブランド戦略、生産者クラスターの発展、産地景観形成、有形無
形の観光資源創出とツーリズム推進などを含む多様な経営・政策課題、⑤産地テロワール
の情報デザインに関する消費者心理、消費者における価値観の形成と変容、といった分析
視座から研究することが求められるだろう。この比較研究を歴史的視座を盛り込みながら
行うことは、食と産地テロワールの結び付きに関する「感覚史（History of Senses）」研究
にも結びつく。食分野における「感覚史」の研究は、海外ではまさに勃興期にあるが、日本
では全く手付かずの状態であり、観光史研究との融合も含め、今後の発展が期待される。 
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